
 

 

議案第６７号 

 

静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例の一部改正について 
  

静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３１年２月２１日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏 

 

   静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例の一部を改正する条例 

静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例（平成15年静岡市条例第126号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第６条関係） 

利用時間

照明規模 

１時間以内 １時間を超え

２時間まで 

２時間を超え

３時間まで 

３時間を超え

４時間まで 

大型照明 10基 1,460円 2,930円 4,420円 5,880円

８基 1,170円 2,340円 3,520円 4,690円

７基 1,020円 2,060円 3,100円 4,130円

６基 880円 1,760円 2,640円 3,520円

５基 730円 1,460円 2,210円 2,940円

４基 580円 1,170円 1,760円 2,340円

２基 290円 590円 890円 1,190円

中型照明 360円 740円 1,120円 1,480円

小型照明 100円 200円 310円 410円

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

 （経過措置） 



 

 

２ この条例による改正後の静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例（以下「新条例」と

いう。）別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係

る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 （施行前の準備） 

３ 新条例別表第２の規定に基づく静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設の使用料の徴収そ

の他行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。 


